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木曽川水系流域委員会

中部地方整備局事業評価監視委員会

はじめに

 一定期間（4年※1 ）経過の再評価

 一定期間（3年）経過の再評価

 事業実施計画変更の再評価

木曽川水系流域委員会

 一定期間（3年）経過の再評価

 再評価 対応方針（案）の審議

関係地方公共団体からなる
検討の場

1) 「ダム検証」対象ダムを含む案
と、含まない複数の対策案を立
案（対策案が多い場合は概略
評価により2～5程度の対策案
を抽出）

2) 立案・抽出した対策案を環境へ
の影響等の評価軸ごとに評価
し、治水・利水目的別に総合評
価

3) 終的に（治水・利水目的を合
わせた）総合的な評価

ダム検証
・「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」に基づき、平成22年9月から臨時的かつ一斉に行っているダム事業の再評価。
・「ダム検証」対象ダム事業は、国土交通大臣からの指示等に基づく83事業（直轄事業25、水機構事業5、補助事業53）。
・「ダム検証」の実施手続は、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に規定され、「ダム検証」が終了するまでの間は、

（通常の）再評価を実施。

新規事業採択時評価H19年度

〈ダム事業の再評価〉

H23年度

H26年度

H27年度

H30年度
（今回）

検証に係る
検討後

※2 事業の継続（必要に応じて事業手法、施設規模等内容の見直し及び配慮
すべき事項を含む。）又は中止の方針（中止に伴う事後措置を含む。）
を国土交通大臣へ報告。

学識経験を有する者、関
係住民、関係地方公共
団体の長、関係利水者
からの意見聴取

パブリックコメント

対応方針（案） ※2の決定

〈ダム事業の検証に係る検討〉

対応方針（原案）の作成

※1 H22.4.1に国土交通省所管公共事業の事業評価実施要領を改
定し、一定期間が5年から3年に短縮されたが、期間を超過して

いる事業は経過措置としてH23年度までに実施するものとされた。

木曽川水系連絡導水路におけるダム検証及び事業再評価の経緯



１．事業の概要
１）流域の概要

●

木曽川水系連絡導水路

木曽川水系連絡導水路

位置図

木曽川流域図

木曽川水系は、幹川流路延長が木曽川２２９ｋｍ、長良川１６６ｋｍ、揖斐川１２１ｋｍの３河川を幹川とし、流域面
積９，１００ｋｍ２の我が国でも有数の大河川です。

木曽川水系の流域には、約１９０万人（２７市２４町４村）の人々が生活しており、中京圏の産業・経済・社会・文化
の発展の基盤を築いています。

木曽川水系の水は流域内だけではなく、その多くが流域外に供給され、その供給区域は長野県、岐阜県、愛知県、
三重県にわたり、給水人口は約８６０万人に及んでいます。

流域面積 9,100km2

幹川流路延長

木曽川229km 

長良川166km 

揖斐川121km 

流域市町村 27市24町4村

流域市町村人口※１ 約190万人

木曽川フルプラン区域の給水人口※2 約860万人

木曽川水系の流域概要

※１ 出典：平成29年度第5回木曽川水系流域委員会資料

※２ 出典：各県統計資料（H27水道年報等）からの集計値 1



上流施設
揖斐川町

岐阜市

坂祝町

各務原市

犬山市大垣市

羽島市
※通常時は長良川へ導水せず、直接木曽川

へ導水いたします

○実施箇所

【上流施設】取水口：岐阜県揖斐郡揖斐川町（揖斐川)

放水口：岐阜県岐阜市（長良川)、

岐阜県加茂郡坂祝町（木曽川)

【下流施設】岐阜県羽島市、海津市（長良川・木曽川)

○目 的

1.流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）

木曽川水系の異常渇水時に、徳山ダムの渇水対策容量の

うち４，０００万m３の水を木曽川及び長良川に導水し、河川環

境の改善を行う。

2.新規利水の供給

徳山ダムで確保される愛知県及び名古屋市の都市用水を

大毎秒４．０m３導水し、木曽川において取水を可能にする。

○事業期間：平成１８年度～※

※当分の間、事業を継続しつつ、引き続きダム事業の検証を進め、その結果を踏まえて速やか

に必要な対応を行う。

○全体事業費 約890億円（前回再評価約890億円）

２）事業の目的及び計画内容

○諸 元

上流施設：延長 約４３km

取水口、トンネル、サイホン、放水口等

下流施設：延長 約１km

取水口、パイプライン、放水口等

底水容量

洪水調節容

3,100万ｍ
3

岐阜（水道用水）1.2m3/s

岐阜（工業用水）1.4m3/s

4,700万ｍ
3

愛知（水道用水）2.3m3/s

名古屋（水道用水）1.0m3/s

名古屋（工業用水）0.7m3/s

4,000万ｍ
3

（木曽成戸確保40m3/s）

1,300万ｍ
3

（万石確保20m3/s）

11,500万ｍ
3

（万石確保20m3/s）

揖斐川 長良川 木曽川

上流施設：通常時 大4.0m3/s

上流施設： 大16.0m3/s 上流施設： 大12.0m3/s

下流施設： 大4.0m3/s
（長良川経由）

渇水対策容量

 5,300万ｍ
3

流水の正常な
機能の維持

11,500万m
3

      下流施設： 大0.7m3/s
（異常渇水時に限り長良川への導水を検討）

利水容量

 7,800万ｍ
3

徳
山
ダ
ム

位置図

容量配分図
※施設の構造等については今後の検討により変わることがある。

Φ3.3m
3.6m

3.3m

（山岳部） （河川横断部）

開水路トンネル 圧力管トンネル

※揖斐川～長良川間の20m3/s断面

０００

2
上流施設標準断面図



３）事業の経緯

平成18年 4月 国土交通省において実施計画調査に着手

平成19年 11月 木曽川水系河川整備基本方針を策定

平成20年

3月 木曽川水系河川整備計画を策定

4月 建設事業に着手

8月 木曽川水系連絡導水路事業に関する事業実施計画の認可

9月 独立行政法人水資源機構に事業承継

平成21年
7月 木曽川水系連絡導水路事業環境レポート（案）を公表

12月 新たな基準に沿った検証の対象事業に指定

平成22年 12月 第1回 木曽川水系連絡導水路事業の関係地方公共団体からなる検討の場（幹事会）を開催

平成23年
4月 第2回 木曽川水系連絡導水路事業の関係地方公共団体からなる検討の場（幹事会）を開催

6月 第1回 木曽川水系連絡導水路事業の関係地方公共団体からなる検討の場を開催

平成27年
11月 第3回 木曽川水系連絡導水路事業の関係地方公共団体からなる検討の場（幹事会）を開催

12月 木曽川水系連絡導水路事業に関する事業実施計画の一部変更の認可

3



◆流域周辺の主要交通網

２．評価の視点
１）事業の必要性等

（１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
地域開発の状況（流域周辺の主要交通網、人口）

この流域内は、名神高速道路等の高速道路、JR東海道新幹線等、国土の基幹をなす交通の要衝となって
います。さらに東海環状自動車道、リニア中央新幹線等の整備により、地域開発や市街化が進むことが予
想されます。
木曽川水系で用水を供給する対象市町村人口の推移は、約９１０万人で横ばいとなっていますが、世帯

数は増加傾向にあります。

リニア中央新幹線

木曽川水系連絡導水路

東海環状自動車道

※ 出典：国勢調査結果（総務省統計局）からの集計値
対象市町村：長野県は3町3村、岐阜県は20市19町1村、愛知県は28市11町1村、三重県は7市5町

4

木曽川水系で用水を供給する対象市町村人口の推移





〇水道用水

・知多半島等の9市5町で 長19時間の断水※1

・瀬戸市等の約380,000戸で一時的に断水※1

・岐阜県内の約600戸で断水、約2,700戸で出水不良※2

・名古屋市内の約75,000戸で出水不良※3

〇工業用水

・愛知県で操業短縮による減産分等により、約303億円※4の被害発生

・三重県で生産調整や操業短縮により約150億円※5の被害発生

・生産ラインの一部停止

・タンクローリーによる水運搬

〇農業等

・愛知県で農水産物や街路樹で約2１億円※6の被害発生

・三重県で農林水産物や家畜等で約10億円※5の被害発生

・岐阜県で農林水産物や家畜・街路樹等で約28億円※2の被害発生

・送水量絞込み、通水時間短縮

・配水操作（分水バルブ、給水栓)に対する労力負担増大

○その他被害

・魚貝類のへい死

・長良川鵜飼の上流区間での公演中止

・木曽川ライン下り運休

※1 出典：水資源開発分科会資料（平成16年5月31日）
※2 出典：岐阜県調べ
※3 出典：名古屋市調べ
※4 出典：中部通産局調査
※5 出典：三重県調べ（工水「アンケート調査等による試算値」、農業「県全体での被害額（猛暑による被害を含む）」）
※6 出典：愛知県調べ（県全体での被害額）
※7 出典：水マネジメント懇談会資料をもとに作成

平成６年渇水による影響

（１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

過去の主な災害実績（平成６年渇水）

平成６年の渇水では、この地域の水源となっている岩屋ダム、牧尾ダム、阿木川ダムが枯渇し、長時間にわたり
断水する等、市民生活や社会経済活動に大きな影響を与えました。

節水対象市区町村※7

減圧給水実施市区町村※7

時間給水実施市町村※7

既存施設による供給市町村

愛知県

岐阜県

三重県

揖
斐
川

木
曽
川

名古屋市

長
良
川

平成６年渇水により節水等を実施した市町村

6



1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

S21 S26 S31 S36 S41 S46 S51 S56 S61 H3 H8 H13 H18 H23 H28

年降水量

(㎜/年)
年降水量

トレンド

５カ年移動平均（年降水量）

過去の主な災害実績（渇水）

（１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

水利用が集中している木曽川においては、平成元年以降２４回の取水制限が行われています。この地域の市民生活や社会経
済活動に大きな影響を与えた平成６年渇水以降において、新たな水源施設として長良川河口堰、味噌川ダムが完成し、給水が開
始されましたが、渇水による取水制限が頻繁に行われています。

近年は、少雨の年が多く降水量は減少傾向で、年による変動幅が増大しています。

木曽川の取水制限の実績 木曽川の年降水量の経年変化

岩屋ダム

平成１７年６月２８日

平成１７年
牧尾ダム

平成６年８月４日

阿木川ダム

平成６年８月１６日

平成6年

渇水時におけるダムの状況

7

かつては も少雨の年でも
約2,000mm

H6渇水時は約1,500mm

木曽川のダムによる水資源開発
計画に用いられた流量データの期間

S23 S43

ダ
ム
の
計
画
期
間
以
降
の
変
動
幅

ダ
ム
の
計
画
期
間
の
変
動
幅

【雨量観測所：合計33観測所】

西野川、薮原、福島、王滝、三留野、福岡、笠置、三浦、渡合、高根、黒川、胡桃島、湯屋、下呂、大原、小川、和良、神淵、三川、上麻生

開田（気）、付知（気）、中津川（気）、岩村（気）、太田・美濃加茂（気）、恵那（気）、大桑（気）、金山（気）、久々野・舟山（気）、高根（気）、

小坂（気）、下呂（気）、馬瀬（気）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 上水 工水 農水

H元 - - - -

H2 32 10 20 20
H3 - - - -
H4 51 10 20 20
H5 27 15 20 20
H6 166 35 65 65
H7 210 25 50 50
H8 43 20 20 20
H9 7 5 10 10
H10 - - - -
H11 9 5 10 10
H12 78 25 50 65
H13 143 20 40 40
H14 74 20 40 40
H15 - - - -
H16 33 15 30 30
H17 177 25 45 50
H18 - - - -
H19 - - - -
H20 18 10 20 20
H21 - - - -
H22 - - - -
H23 - - - -
H24 5 5 10 10
H25 16 10 15 15
H26 14 5 10 10
H27 - - - -
H28 - - - -
H29 6 5 10 10

：取水制限実施期間 出典：国土審議会水資源開発分科会木曽川部会（第6回）資料を基に作成

渇水
発生
年度

取水制限期間

日数

高取水制限率
(％)期間

H3.4月
阿木川ダム

管理開始

H7.4月
長良川

河口堰

管理開始

H8.12月
味噌川ダム

管理開始

H20.4月
徳山ダム

管理開始



※1 瀬戸市、尾張旭市、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多
市、刈谷市、高浜市、阿久比町、東浦町、武豊町、南知多町、
美浜町、豊明市、日進市、みよし市、長久手市、東郷町、春
日井市の一部

※2 名古屋市、清須市の一部、北名古屋市の一部、あま市の一
部、大治町

※3 平成27年度愛知県の水道（水道年報）
※4 平成28年度名古屋市事業年報（水道事業)
※5 平成28年版名古屋市統計年鑑

揖斐川と長良川、木曽川を繋ぐ木曽川水系連絡導水路を整備し、徳山ダムに確保された渇水対策容量４，０００万m3の水を木
曽川に導水することにより、異常渇水時〔平成６年渇水相当〕においても、木曽成戸地点において河川環境の保全のために必要
な流量の一部である４０m3/sを確保することができます。

①流水の正常な機能の維持（異常渇水時の緊急水の補給）

（２）事業の投資効果

②新規利水

（１）水道用水

徳山ダムに確保された愛知県の水道用水として 大毎秒２．３m3、名古屋市の水道用水として 大毎秒１．０m3を導水し、木曽
川において取水を可能とします。

（２）工業用水

徳山ダムに確保された名古屋市の工業用水として 大毎秒０．７m3を導水し、木曽川において取水を可能とします。

①水道用水として
愛知県の水道用水が供給される愛知用水地域（14市6町）※1の給水人口は、約140万人※3です。
名古屋市の水道用水が供給される名古屋地域（4市1町）※2の給水人口は、約240万人※4です。

②工業用水として
名古屋市の工業出荷額は、約3兆5,000億円※5です。
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位置図

阿木川ダム

味噌川ダム

牧尾ダム

岩屋ダム

横山ダム

揖斐川

長良川河口堰

伊 勢 湾

木曽成戸地点

徳山ダム

木曽川丸山ダム

飛騨川長良川

西平ダム

犬山

犬山頭首工

木曽川大堰

木曽川水系連絡導水路

今渡

新丸山ダム
（建設中）

維持流量として

50m3/sが必要

木曽川（木曽成戸地点）における維持流量確保のイメージ

30㎥/ｓ ※2

日量約259万㎥

10㎥/ｓ

日量約86万㎥

自流ゼロ

平成6年渇水のように木曽川の自流がゼロとな

り、木曽川3ダムでも40㎥/sが確保できないた

め連絡導水路により、徳山ダムから補給し、40

㎥/ｓ（日量約345万㎥）を確保

木曽川の自流で40㎥/sが確保できないため、不

足分を新丸山ダム、味噌川ダム、阿木川ダムか

ら補給（増加放流）し、40㎥/s（日量約345万㎥）

を確保

自流

木曽川の自流で50㎥/s

（日量432万㎥）を充足

自流

新丸山ダム

味噌川ダム

阿木川ダム

新丸山ダム

味噌川ダム

阿木川ダム

徳山ダム

（木曽川水系
連絡導水路）

【平常時】 【１/１０規模の渇水時】 【異常渇水時（平成６年渇水時）】

16㎥/ｓ

日量約138万㎥

24㎥/ｓ

日量約207万㎥

※1

※1 渇水時、10㎥/s分は水利用の合理化を促進し回復することを想定

※2 昭和57年～平成29年の36年間中、第4位の平成17年の渇水流量の場合を例示

※1



※ 徳山ダムの木曽川への渇水対策容量約4,000万m3と同等の貯水容量を持つ
代替ダムを木曽川に建設する費用と、長良川の流水の正常な機能の維持を図
るために 大4m3/sを長良川を経由して木曽川に導水する施設を建設する費用

全体事業に要する総費用（Ｃ）は約１，０８８億円であり、総便益（Ｂ）は約１，４１４億円となります。これをもとに算出される費用便

益比（Ｂ／Ｃ）は約１．３となります。（前回再評価Ｂ／Ｃ約１．６）

また、平成３１年度以降の残事業に要する総費用（Ｃ）は約４９１億円であり、事業の実施による総便益（Ｂ）は約１，２３８億円と

なります。これをもとに算出される費用便益比（Ｂ／Ｃ）は約２．５となります。

２）費用対効果分析

○評価基準年次：平成30年度（前回評価基準年：平成27年度）

○総便益（B）：・評価時点を現在価値化の基準点とし、治水施設の整備期間と治水施
設の完成から50年間までを評価対象期間にして、代替施設の建設費※

を割引率を用いて現在価値化したものの総和

・残存価値：将来において施設が有している価値

○総費用（C）：・評価時点を現在価値化の基準点とし、治水施設の整備期間と治水施設の完成か
ら50年間までを評価対象期間にして、建設費と維持管理費を割引率を用いて現在
価値化したものの総和

・建設費：徳山ダムの渇水対策容量分約4,000万m3及び連絡導水路の治水目的分
の事業費の合計額（実施済みの建設費は実績費用を計上）

・維持管理費：徳山ダムの渇水対策容量分約4,000万m3及び連絡導水路の治水目
的分の維持管理に要する費用

○割引率：「社会資本整備に係る費用対効果分析に関する統一的運用指針」の4.0%
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注１）四捨五入により合計値が合わない場合がある。

注２）前回評価（平成27年度）では整備期間を平成27年度迄としていたため、残事業における費用対効果分析は実施していない。

■費用対効果分析 ■感度分析

前回評価との主な変更点

全体事業 残事業 全体事業 残事業 残事業費（+10%～-10%） 1.2 ～ 1.4 2.3 ～ 2.8

Ｂ／Ｃ 1.6 1.3 2.5 残工期　（+10%～-10%） 1.3 ～ 1.3 2.5 ～ 2.5

1,924億円 1,414億円 1,238億円

1,969億円 1,459億円 1,283億円

建設費 1,778億円 1,459億円 1,283億円

維持管理費 191億円 － －

46億円 45億円 45億円

1,191億円 1,088億円 491億円

1,200億円 1,098億円 496億円

建設費 503億円 537億円 0億円

維持管理費 41億円 49億円 31億円

建設費 592億円 468億円 423億円

維持管理費 64億円 43億円 43億円

9億円 9億円 5億円

総費用（Ｃ） ・評価基準年次の変更
・整備期間の変更

費用

徳山ダム

連絡導水路

残存価値

全体事業
（Ｂ／Ｃ）

残事業
（Ｂ／Ｃ）

総便益（Ｂ） ・評価基準年次の変更
・整備期間の変更

便益（流水の正常な機能の維持）

代替施設
(ダム・導水路)

残存価値

前回評価
（平成27年度）

今回評価



項目 進捗状況

検証前

調査・設計等

・施設設計 ： 概略設計は完了

・地質調査 ： 施設設計に関する調査等は概ね完了

・環境調査 ： 環境影響検討に関する調査は完了

用地取得、導水路本
体および関係工事

（未着手）

検証中 環境調査 ・継続的な調査を必要とする環境調査を実施

木曽川水系連絡導水路事業は、現在はダム事業の検証に係る検討を行っているところで、その対応方針が定まるまでの間は調
査段階を継続し新たな段階に入らないこととしています。

【継続的な環境調査の事例】

３）事業の進捗状況、事業の進捗の見込み

○動植物調査 （猛禽類調査）

観測の状況

オオタカ

採水の状況

○水質調査 （採水分析）
水温、濁度、ｐＨ、SSなど

これまでの事業進捗状況は、施設の概略設計及び施設設計に関する地質調査や環境影響検討に関する調査を実施し、ダム検
証に係る検討をしている間は調査段階を継続し、必要 小限の環境調査を実施しています。

①事業の進捗状況

②事業の進捗の見込み

（参考）事業費は平成29年度末までに約49億円を執行（進捗率約6%）
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木曽川水系連絡導水路事業の関係地方公共団体からなる検討の場

開催日 会議名 内容

H22.12.22 幹事会 第1回 検証に係る検討の進め方、利水参画継続の意思の確認

H23.  4.27 幹事会 第2回 事業等の点検､複数の対策案の立案

H23.  6.  1 検討の場 第1回 検証に係る検討の進め方、複数の対策案の立案等

H27.11.11 幹事会 第3回 パブリックコメントで頂いた対策案に関するご意見及び検討主体の考え方等

【検討の場 構成員】

岐阜県副知事
愛知県副知事
三重県副知事
名古屋市副市長
岐阜市副市長

瑞浪市長
各務原市長
揖斐川町長
瀬戸市長
津島市長

犬山市長
稲沢市長
桑名市長



機密性2情報

検討の場の設置

複数の利水・流水対策案の立案 等

○ 概略評価により利水・流水対策案を抽出
○ 検証ダム事業等の点検
○ 利水・流水対策案を評価軸ごとに評価
○ 目的別の総合評価
○ 検証対象ダムの総合的な評価

（H22.12.22開催）

（H23. 4.27開催）

流域の概要、複数の対策案の考え方 第1回（幹事会）

第2回（幹事会）

（H22.12.22）

パブリックコメント （H23. 6. 3～H23. 7. 2 実施）

検討の場（第1回） （H23. 6. 1 開催）
注）

注） ・「利水」とは新規利水、「流水」とは流水の正常な機能の維持を指す。
・各対策案の数には、現計画（木曽川水系連絡導水路）を含む。

対策案に関して寄せられた意見
及び検討主体の考え方

対応方針（案）の決定

新たな基準に沿った検証の対象事業に選定 （H21.12.25）

検証に係る検討の指示

（H22.11～12）利水参画の意思確認

（H22.9.28）

学識経験を有する者、関係住民、関係地方公共団体の長、
関係利水者からの意見聴取

利水：11対策案
流水：10対策案

（H27.11.11開催）第3回（幹事会）

○ 複数の利水・流水対策案の整理

現在

３）事業の進捗状況、事業の進捗の見込み
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検証に係る検討の進め方



■岐阜県
• 対応方針（原案）のとおり、調査段階を継続することはやむを得ない。
• 本県としては、木曽川水系連絡導水路事業に対して、渇水時における河川環境の保全、可茂・東濃地域の渇水被害軽減

の効果を想定している。
• 本事業はダム検証の対象であることから、速やかに検証作業を終え、事業を進められたい。

■愛知県
• 「対応方針（原案）」案に対して異議はありません。
• なお、事業にあたっては、下記のとおり要望します。

本事業に係る検証作業については、予断なく事業の必要性等を検討していただきますようお願いします。

■三重県
• 木曽川水系連絡導水路事業が「対応方針（原案）」案のとおり、継続することはやむを得ない。
• 今後は、速やかにダム事業の検証作業を終え、早期着工されたい。
• また、事業執行にあたっては、ダム事業の検証完了までの執行体制を 小限とするなど、コスト縮減に 大限努めていた

だきたい。

県への意見聴取結果は、下記のとおりです。

今回の事業再評価の結果としては、平成31年度以降も新たな段階に入らずに水理水文調査等の環境調査を継続しつつ、引き
続きダム事業の検証に係る検討を進めるものとする。

※ ダム事業の検証に係る検討を行った後には、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に基づき、ダム
事業の対応方針の原案を作成し、木曽川水系流域委員会の意見をお聴きした上で対応方針（案）を決定し、国土交通大臣
に報告することとしています。

３．県への意見聴取結果

４．対応方針(原案)

12


